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障がい福祉サービス 

契約書別紙 (兼重要事項説明書) 
 

 利用者様に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が利用者様へ説明すべき

重要事項は、次のとおりです。 

 

1. ご利用事業所の概要  

  ご利用事業所の名称   訪問介護ステーション和気あいあい 

   サービスの種類   居宅介護・地域生活支援事業（移動支援） 

   事業所の所在地   〒277-0827 千葉県柏市松葉町 3 丁目２４－７ 

   電話番号    ０４－７１３７－３０５８  

   事業所番号        1212１０2030（令和２年１月１日指定） 

   管理者の氏名    齋藤 律子 

  

  通常の事業の実施地域  柏市・流山市（一部地域）・我孫子市（一部地域） 

 

２. 事業の目的と運営の方針 

  事業の目的  特定非営利活動法人ジーエイチネットワークが設置する訪問介護

ステーション和気あいあい（以下「事業所」という。）において実

施する指定障がい福祉サービス事業の居宅介護（以下「指定居宅介

護」という。）、地域生活支援事業の適正な運営を確保するために必

要な人員及び運営管理に関する事項 事業の目的を定め、指定居宅介

護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障がい児及び障がい

児の保護者（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重し

て、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保

することを目的とします。 

 

  運営方針  事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及

びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介

護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護

並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援

助を適切かつ効果的に行うものとします。 

 

３. 営業日時 

    営業日       月曜日から金曜日まで  

ただし、国民の祝日（振り替え休日を含む） 

 及び年末年始（12 月 31 日から 1 月 3 日）を除きます。  

  営業時間      午前 9 時 00 分から午後 6 時 00 分  

＊ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供時間について

はご相談下さい。 
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４. 事業所の職員体制  

５. サービス提供の責任者  

利用者様のサービス提供の責任者はサービス利用開始時に事業所が決定いたします。 

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出

ください。 

６. 提供するサービスの区分と内容  

    

※必要に応じて健康や日常生活上の状況を、お伺いし、生活上のご相談や助言を行い 

ます。  

※その他、ご要望に応じて外出介護等、地域生活支援事業を実施いたします。 

 

７.  サービスにあたっての留意事項  

 （1）訪問介護員について  

  サービスの提供にあたり訪問介護員は以下の業務が行えませんのでご注意ください。  

1 医療行為  

2 利用者もしくはそのご家族等の金銭、鍵、預金通帳、証書、書類、等の預

かり  

3 利用者もしくはそのご家族からの金銭または物品、飲食の授受  

4 ご利用者様の同居家族に対するサービスの提供 

5 利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等  

6 利用者宅での飲酒・喫煙・飲食  

7 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為  

       （利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除く）  

8 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除など）  

9 利用者又は家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷

惑行為  

 （2） 市町村の支給決定内容等の確認  

サービス提供に先立って、受給者証に記載されえた支給量・支給内容・利用者

負担上限額を確認させていただきます。受給者証に何らかの変更があった場合

は事業所へお知らせください。 

（3） 個別支援計画等の作成・サービス内容の変更  

1 利用者及び家族の意向に配慮しながら「個別支援計画」を作成します。 作

成した「個別支援計画」は利用者又はご家族に内容説明を行い確認してい

ただき、同意を得たうえで利用者またはご家族からの署名、捺印をいただ

きます。サービスの提供は「個別支援計画」に基づいて行います。実施に

関する指示や命令はすべて事業者が行いますが、実際の提供にあたっては

従業者の職種 勤務の形態・人数 

介護福祉士 常勤 8 名、  非常勤 3 名 

介護職員実務者研修修了者 常勤  0 名、  非常勤 1 名 

介護職員初任者研修修了者 常勤  １名、  非常勤 3 名 

①身体介護 
食事介助、排泄介助、入浴介助、清拭、体位変換、整容、衣服の

着脱介助等など。  

②家事援助 調理、洗濯 、掃除、買い物等など。 

③地域生活支援

事業 
移動が困難な方に対しての外出の支援  
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利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行います。 

2 訪問時に利用者の体調等の理由で「個別支援計画」に記載されている、サ

ービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容を

変更させていただく場合があります。その場合､事業者は変更したサービス

の内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。また、サービス利

用の変更、追加は従業者の稼働状況により、利用者が希望する時間にサー

ビスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を

利用者に提示するほか､他事業所を紹介するなど、必要な調整をいたしま

す。  

（4） サービス提供の記録について 

1 サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを電子記録

に入力し、保管します。 

2 これらの記録はサービス完結の日から５年間保存し、利用者は、事業者に

対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求するこ

とができます。  

（複写等にかかる費用は実費を負担いただきます）  

 

８. 秘密の保持と個人情報の保護について 

  事業者は利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイ

ドライン」を尊守し、適切な取り扱いに努めるものとします 

（1） 利用者及びその家族に関する秘密の保持について  

1 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提

供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。 

2 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい

ても継続します。 

3 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘

密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約締結時に従業者からの誓約事

項とします。  

（２）  個人情報の保護について  

1 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議で使用する等他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情

報を提供しません。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用

者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で

使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供

しません。 

2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙に

よるものの他、電磁記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもっ

て管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じて、その内容を開

示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場

合は、遅帯なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲で訂正等を行う

ものとします。（開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担とな

ります。） 
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９. 利用者負担額 

前記サービスの利用に関しては、法令に従い受給者証の記載内容に基づく利用者

負担額もしくは市町村の決定する利用者負担額『利用者本人及び扶養義務者の負

担能力に応じ市町村が決定する額（利用者負担額）』をお支払いいただきます。 

 

障害福祉サービスの利用者負担 

所得区分 負担上限月額 

生活保護・非課税世帯 0 円 

一般 1 市民税所得割額 16 万円未満 

（居宅で生活する障害者） 

9,300 円 

市民税所得割額 

28 万円未満 

居宅で生活する障害児 4,600 円 

20 歳未満の施設入所者 9,300 円 

一般 2 上記以外 37,200 円 

 

（1） 児童の場合一般の所得割が 28 万円未満の場合 4600 円となり、生活保護、

低所得 1、2 世帯の方は 0 円となります。 

（2） 利用者負担額の上限について  

  負担上限月額に達する見込みがあり、かつ複数の事業者によるサービスを利

用する場合は上限管理事務を行う事業所を選定する場合があります 。 

 

 １０. 利用料金 

 【基本部分】 

 
  サービスの内容 

利用単位数 利用料 利用者負担額 
サービスの所要時間  

身体 

介護 

３０分未満 256 2,652 266 

３０分以上１時間未満 404 4,185 419 

１時間以上１時間３０分未満 587 6,081 609 

１時間３０分以上２時間未満 669 6,930 693 

２時間以上２時間３０分未満 754 7,811 782 

２時間３０分以上３時間未満 837 8,671 868 

３時間以上３時間３０分未満 921 9,541 955 

以後３０分増すごとに加算 83 859 86 

家事 

援助 

３０分未満 106 1,098 110 

３０分以上４５分未満 153 1,585 159 

４５分以上１時間未満 197 2,040 204 

１時間以上１時間１５分 239 2,476 248 

１時間１５分以上１時間３０分未満 275 2,849 285 

1 時間３０分以上１時間４５分未満 311 3,221 323 

以後 15 分増すごとに加算 35 362 37 
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その他、外出介護等地域生活支援事業につきましては各自治体の利用料金に準じ

ます。 

 

【加算】  以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 
加算額 

利用料 利用者負担 

初回加算 

新規の利用者へサービス提供責任者

がサービスを行った場合又は従業者

に同行した場合に加算 (初回の月の

み) 

2,072 円 208 円 

緊急対応 

加算 

利用者や家族等からの要請を受け、

24 時間以内にサービスを提供した

場合(１回につき) 月 2 回まで 

1,036 円 104 円 

夜間・ 

早朝・ 

深夜加算 

夜間（１８時～２２時）又は早朝

（６時～８時）にサービス提供する

場合 

25％増し 

深夜（２２時～翌朝６時）にサービ

ス提供する場合 
50％増し 

利用者負担上限管理 

加算 

利用者の依頼により、事業者が利用

者負担額を徴収しないよう、利用者

負担額の徴収方法の管理を行った場

合 

1,554 円 156 円 

処遇改善 

加算 

上記基本利用料金と各種加算合計に（サービス区分により異なる）加算され

ます。 

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、個別

支援計画等に位置づけた時間数によるものとします。なお、時間数と実際

にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、個別支援計画等の見

直しを行います。 

※ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従事者 2 人で訪問した場

合の費用は 2 人分となり、利用者負担額も 2 倍になります。 

※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない（利用者が償還払いを

希望する）場合は介護給付費等の全額をいったんお支払いいただきます。

この場合「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えて

お住まいの市町村に介護給付費等の支給（利用者負担を除く）を申請して

ください。 

※ なお、交通事情等で訪問時間が 15 分程度前後する場合がございます。予

めご了承ください。 

【自費】   

保険外サービス（自費）を利用の場合は下記の利用料となります。 

自費料金の種類 自費料金 

初めの３０分以内 ２，０００円 

それ以降 ３０分ごと １，０００円 

移動費（１㎞あたり） ２０円 

 

１１. キャンセル料 

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャン
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セル料をいただきます。 

  

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前営業日 18 時までに

ご連絡頂いた場合 
0 円 

利用予定日の前営業日 18 時以降に

ご連絡頂いた場合 
１，０００円 

 

１２. 支払い方法 

原則として、毎月２０日頃までに前月分の請求書を発送いたしますので、 月末日

までにお支払いください。お支払方法は、銀行、信用金庫、郵便局、農協の指定口

座からの自動振替、銀行振り込み、窓口支払いの中からご契約の際に選択できます。 

  また、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを

受けた後、３０日以内に差し上げます。 

 

１３. 事故発生時の対応 

  本事業所は、サービスの提供中にご契約者の病変及び事故が生じた場合、必要な

措置を講ずるとともに以下の対応を行います。 

① 契約時に教えていただいた家族又は緊急連絡先へ電話等により連絡する。 

② 主治医への連絡及び家族への指示、依頼する場合はもあります。 

③ 急を要する場合は、事業所の判断により救急車を要請します。家族への報告は事

後となる場合もあります。 

④ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害

賠償を速やかに行うものとします。 

 

１４. 苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 電話番号 04-7137-3058 ／ 齋藤 律子 広瀬 睦 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができま

す。   

苦情受付機関 柏市指導監査課 電話番号 04-716３-9353（直通） 

 

１５.虐待防止措置対策  

本事業所は利用者の人権擁護・虐待防止等のため次の措置を講じます。 

・責任者の選定及び設置 

・成年後見制度の利用支援 

・苦情解決体制の整備 

・従業者に対する啓発、普及のための研修 

虐待防止責任者 広瀬 睦 
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       年     月     日 

 

事業者は、利用者様へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明し

ました。  

  事業者 住所  千葉県柏市松葉町 3 丁目２４－７ 

    社名  特定非営利活動法人ジーエイチネットワーク 

    事業所 訪問介護ステーション和気あいあい 

    代表者 理事長 吉田 正吾 ㊞ 

 

 

 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

 

  利用者 住所                      

 

    氏名                      

 

 

  署名代行者 住所                      

 

    氏名                      

 

  本人との続柄（   ） 

 

 


